
埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

１ 埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助金の交付に関して

は、埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （概算払の対象事業） 

２ スプリンクラー整備事業は、要綱第１２条による概算払いを必要と認める 

ものとする。 

 

 （概算払の上限） 

３ 概算払できる金額は、交付決定額の１割以上を保留した額とする。 

 

 （概算払に係る必要書類） 

４ 要綱第１２条に規定する概算払いをする場合に必要な書類は、次に掲げるも

のとする。 

（１）要綱第１１条に規定する様式第３号の交付決定通知書の写し  

（２）請求書（別記１） 

（３）入札結果報告書（別記２） 

（４）スプリンクラー整備工事に係る契約書の写し 

（５）消防用設備等着届出書副本の写し（当該届出を所管する消防本部等の受領

印が押印済みのもの） 

 

 （事業実績報告書の添付書類） 

５ 要綱第１５条（８）に規定するその他参考となる資料とは、次に掲げるもの 

とする。 

（１）消防用設備等の設置に係る届出書に対する検査済証の写し又は同届出書副 

  本で検査済印が押印されたものの写し 

（２）別記２に規定する入札結果報告書又は２者以上の見積書の写し（整備事業

費が２５０万円未満の場合） 

 

   附 則 

  この要領は、平成２６年１０月２７日から施行し、平成２６年度分の補助金 

から適用する。 

  

 

 

 

 



別記１ 

請 求 書 

 

                       平成  年  月  日 

 

 埼玉県知事 上田 清司 様 

 

住 所 

 

氏 名              印 

 

 

平成  年  月  日付け医第       号で交付決定の通知があった 

平成  年度埼玉県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助金につい

て、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．請 求 額  金            円     

           

 ２．振 込 先    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１ この請求書は、工事完了後の実績報告書と同時に提出すること。 

※２ スプリンクラー整備事業は、交付決定額の９割から千円未満を切り捨て 

   た額を実績報告書提出前に請求がすることができる。この場合は実績報 

   告書提出の際に残額を請求すること。 

 

 

金融機関名 

及び支店名 

 

口座種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

 

（ふりがな） 

口座名義人 

 

 

 



別記２ 

入札結果報告書 

 

         平成   年  月  日 

 

医療機関名                印 

 

標記に関して以下のとおり報告します。 

 

＜工事請負契約の入札について＞ 

（１）入札方式  ・一般競争入札 ・指名競争入札 （いずれかに○をつける） 

 

（２）入札日 

   平成   年   月   日 

 

（３）入札結果 

   ●落札者 会社名 

        住 所 

        落札金額（税込）            円 

    

   ●その他の入札者の結果 

     会社名 入札額（税込） 

１  円 

２  円 

３  円 

４  円 

５  円 

     ※ 入札書の写しを添付すること 

 

注１ この様式は、実績報告書を提出する際の添付資料として提出すること。 

注２ スプリンクラー整備事業補助金の概算払いを受ける際は、別記１の請求書

と合わせて本書も提出すること。この場合、実績報告書を提出する際には本

書の添付を不要とする。 

注３ 工事費の総額が２５０万円未満の場合は、本書に代えて見積書の写し（２

者以上）を提出することができる。 


